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今月のお知らせ

３月社会保険出張相談日 13日（木）水俣市総合もやい直しセンター、27日（木） 芦北町役場

八代社会保険事務所 ☎0965-35-6115、役場住民課住民班 ☎78-3111（115）問い合わせ先

年金TOPICS

　国民年金保険料納付書は毎年４月上旬に送付されます。
　保険料は、収め忘れがないよう納付期限までに納めましょう。
　※国民年金保険料の納付期限は翌月末日となっております。
　また保険料は、毎月現金で納める以外にも口座振替で納めることもできます。口座振替ですと、毎
月自動的に指定の口座から保険料が引き落とされ、納め忘れがなく、納付の手間と時間が省けて大変
便利です。加えて、口座振替には早割の制度もあります。早割制度とは、毎月の保険料の納付期限を
翌月末ではなく、当月末にすることで毎月の保険料が５０円割引になる制度です。お問い合わせ、お
申込みについては、金融機関又は社会保険事務所におたずね下さい。（早割制度は納付方法が口座振
替の方のみですのでご注意ください）。

平成20年度の国民年金保険料は月額14,410円です

【商工会からのお知らせ】住宅地図付き電話帳制作にあたってのお願いです

　町商工会青年部では、３年ごとに津奈木町の住宅地図付き電話帳の企画・製作を行っています。し
かしながら、住宅地図には個人情報が含まれ、法令順守・安全管理など個人情報を適正に取り扱うこ
とが強く求められています。よって、個人情報保護の観点から、個人情報保護法（第23条第２項）の
規定に基づき、住宅地図付き電話帳の内容をあらかじめお知らせいたします。住宅地図に氏名等の掲
載を希望されない方は、お手数ですが４月３０日までに下記までご連絡ください。
＊製作した地図付き電話帳は町内の全世帯（無料）及び事業所等（一部有料）に配布します。
＊電話帳に掲載される個人データは、住宅地図における居住者の氏名と住所です。

【問い合わせ先】　津奈木町商工会☎78-3580　光陽印刷（株）☎096-378-8388
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３
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講
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①
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。

②
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③
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